
国
民
健
康
保
険
口
座
振
替

キ
ャ
ン
ペ
ー
ン

▽
期
間　
９
月
30
日
ま
で
。

▽
内
容　
期
間
内
に
国
民
健
康

保
険
の
口
座
振
替
を
新
規
に
申

し
込
ん
だ
人
に
市
の
特
産
品
な

ど
を
進
呈
。

▽
対
象　
国
民
健
康
保
険
税
の

口
座
振
替
を
新
規
に
申
し
込
み

し
た
、
国
民
健
康
保
険
税
に
未

納
の
な
い
人
。

▽
定
員　
抽
選
165
人
。

▽
申
込　
通
帳
・
銀
行
届
出
印
・

保
険
証
ま
た
は
納
税
通
知
書
を

お
持
ち
の
上
、
市
内
に
本
・
支

店
の
あ
る
金
融
機
関
ま
た
は
保

険
年
金
課
（
市
役
所
１
階
Ａ
15

番
窓
口
）
へ
。
な
お
、
保
険
年

金
課
で
は
、
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー

ド
だ
け
で
簡
単
に
申
し
込
む
こ

と
も
で
き
ま
す
。

問
保
険
年
金
課
☎（
632
）２
３
１

３
人
間
ド
ッ
ク
・
脳
ド
ッ
ク
の

受
診
費
用
の
補
助
額
が
一
部

変
更
に
な
り
ま
し
た

1
市
国
民
健
康
保
険
加
入
者

▽
対
象　
受
診
時
に
40
～
74
歳

で
、
国
民
健
康
健
康
保
険
税
や

市
税
に
滞
納
が
な
い
人
。

▽
補
助
額　
特
定
健
診
と
人
間

ド
ッ
ク
あ
る
い
は
脳
ド
ッ
ク
と

の
同
時
受
診
＝
１
万
６
３
３
９

円
、
人
間
ド
ッ
ク
・
脳
ド
ッ
ク

の
み
受
診
＝
１
万
円
。

▽
申
込　
受
診
前
に
、電
話
で
、

「
宇
都
宮
市
国
民
健
康
保
険
で

人
間
ド
ッ
ク
ま
た
は
脳
ド
ッ
ク

の
補
助
を
希
望
」
と
一
言
添
え

て
、右
下
の
表
の
健
診
機
関
へ
。

2
後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者

▽
対
象　
後
期
高
齢
者
医
療
保

険
料
や
市
税
に
滞
納
が
な
い
人
。

▽
補
助
金
額　
１
万
円
。

▽
申
込　
受
診
前
に
、電
話
で
、

保
険
年
金
課
☎（
632
）２
３
０
７

へ
。

▽
そ
の
他　
人
間
ド
ッ
ク
の
補

助
に
は
「
健
康
診
査
受
診
券
」

が
必
要
。
な
お
、
人
間
ド
ッ
ク

の
補
助
を
受
け
た
人
は
健
康
診

査
の
受
診
不
可
。

■
そ
の
他

▽
受
診
後
の
申
し
込
み
不
可
。

▽
右
の
表
に
な
い
機
関
で
受
診

す
る
場
合
に
は
補
助
対
象
外
。

▽
年
度
内
に
人
間
ド
ッ
ク
・
脳

ド
ッ
ク
い
ず
れ
か
１
回
の
補
助
。

▽
費
用
額
や
検
査
内
容
な
ど

は
、
直
接
、
各
健
診
機
関
に
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
市
国
民
健
康
保
険
加
入
者
＝

保
険
年
金
課
☎（
632
）２
３
１

６
、
後
期
高
齢
者
医
療
被
保

険
者
＝
保
険
年
金
課
☎（
632
）

２
３
０
７

高
齢
者
等
地
域
活
動
支
援

ポ
イ
ン
ト
事
業
の
ポ
イ
ン
ト

交
換
の
受
け
付
け
を
開
始

　
平
成
26
年
度
中
に
高
齢
者
ポ

イ
ン
ト
事
業
に
参
加
し
た
人
が

貯
め
た
ポ
イ
ン
ト
に
つ
い
て
、

ポ
イ
ン
ト
交
換
の
受
け
付
け
を

開
始
し
ま
し
た
。

▽
申
込　
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
セ
ン

タ
ー
（
市
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー

内
）に
置
い
て
あ
る
申
請
書（
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー

http
://park14.wakwak.com

/~
volunteer/

か
ら
も
取
り
出

し
可
）
に
必
要
事
項
を
書
き
、

ポ
イ
ン
ト
台
帳
を
添
え
て
、
直

接
ま
た
は
送
付
で
、
〒
320-

0806

中
央
１
丁
目
１

－

15
、
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー
へ
。

▽
そ
の
他　
貯
め
た
ポ
イ
ン
ト

数
に
応
じ
て
、
市
の
施
設
利
用

券
や
バ
ス
カ
ー
ド
な
ど
へ
の
交

換
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
な
ど

へ
の
寄
付
、
介
護
保
険
料
へ
の

納
付
に
充
て
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
詳
し
く
は
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
セ
ン
タ
ー
☎（
614
）８
０
１
１

へ
。

問
高
齢
福
祉
課
☎（
632
）２
９
０
３

ご
利
用
く
だ
さ
い

国
民
年
金
の

学
生
納
付
特
例
制
度

　
学
生
は
、
国
民
年
金
保
険
料

を
後
か
ら
納
め
る
こ
と
が
で
き

る
制
度
が
あ
り
ま
す
。
届
け
出

を
す
る
と
、
年
金
を
受
け
る
た

め
の
資
格
期
間
に
算
入
さ
れ
、

後
か
ら
納
め
れ
ば
受
け
取
る
年

金
額
に
反
映
さ
れ
ま
す
。な
お
、

後
か
ら
納
め
ら
れ
る
期
間
は
10

◎フリーダイヤル自殺予防いのちの電話　▽日時　４月 10 日 (金 ) 午前 8 時～ 11 日 (土 ) 午前 8 時
（24 時間）▽内容　死にたい・死のうと思っている人や、周囲にこのような人がいるときなどの自殺予
防相談▽フリーダイヤル　☎ 0120(738)556。問栃木いのちの電話事務局☎ (622)7970、保健予防課☎
(626)1114

お
知
ら
せ

人間ドック健診機関
健診機関名 電話番号

市医療保健事業団（竹林町） （625）2213
済生会宇都宮病院（竹林町） （643）4441
宇都宮記念病院（大通り 1 丁目）（625）7831
うつのみや病院（南高砂町） （653）1001
鷲谷病院（下荒針町） （648）0484
宇都宮セントラルクリニック（屋板町）（657）7302
宇都宮東病院（平出町） （683）5771
ミヤ健康クリニック（ゆいの杜3丁目）（667）8181
県保健衛生事業団（駒生町） （623）8282
冨塚メディカルクリニック（徳次郎町）（666）2555
関湊記念会クリニック（本町） （643）0990

脳ドック健診機関
健診機関名 電話番号

鷲谷病院 （648）0484
宇都宮セントラルクリニック （657）7302
大曽内科脳神経外科医院（大曽2丁目）（625）5005
佐々木記念クリニック（屋板町）（656）7117
藤井脳神経外科病院（中岡本町）（673）6211
星脳神経外科（竹林町） （600）4410
宇都宮東病院 （683）5771
宇都宮記念病院 （625）7831
冨塚メディカルクリニック （666）2555
宇都宮脳脊髄センター（一番町）（633）0201
済生会宇都宮病院 （643）4441
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年
以
内
で
す
。

▽
期
間　

４
月
分
～
平
成
28
年

３
月
分
。

▽
対
象　

大
学
（
大
学
院
）・

短
大
・
専
門
学
校
・
各
種
学
校

な
ど
に
在
学
す
る
20
歳
以
上

で
、
本
人
の
前
年
所
得
が
118
万

円
以
下
の
人
。

▽
申
込　
年
金
手
帳
（
交
付
さ

れ
て
い
る
人
）、
学
生
証
ま
た

は
在
学
証
明
書
（
写
し
可
）、

印
鑑
（
ゴ
ム
印
不
可
）、
代
理

人
に
よ
る
申
請
は
代
理
人
の
運

転
免
許
証
な
ど
本
人
確
認
で
き

る
も
の
（
別
世
帯
の
代
理
人
に

よ
る
申
請
は
委
任
状
も
必
要
）

を
お
持
ち
の
上
、
直
接
、
保
険

年
金
課
（
市
役
所
１
階
Ａ
17
番

窓
口
）ま
た
は
各
・
・
へ
。

な
お
、
平
成
27
年
度
用
の
申
請

は
が
き
が
届
い
た
人
は
、
必
要

事
項
を
記
入
し
、
送
付
し
て
く

だ
さ
い（
窓
口
で
の
申
請
不
要
）。

▽
そ
の
他　
申
請
時
点
の
２
年

１
カ
月
前
ま
で
さ
か
の
ぼ
っ
て

申
請
で
き
ま
す
。
詳
し
く
は
、

保
険
年
金
課
☎（
632
）２
３
２
７

へ
。全

国
障
害
者

ス
ポ
ー
ツ
大
会

派
遣
選
手
を
募
集

▽
期
間　
10
月
22
～
27
日
。

▽
会
場　
和
歌
山
県
。

▽
募
集
競
技　
陸
上
競
技
、
水

泳
、
フ
ラ
イ
ン
グ
デ
ィ
ス
ク
、

卓
球
。
身
体
障
が
い
者
の
み
＝

ア
ー
チ
ェ
リ
ー
。
知
的
障
が
い

者
の
み
＝
ボ
ウ
リ
ン
グ
。

▽
対
象　
次
の
す
べ
て
の
条
件

を
満
た
す
人
。
①
県
内
に
在
住

す
る
平
成
27
年
４
月
１
日
時
点

で
13
歳
以
上
の
身
体
障
が
い

者
・
知
的
障
が
い
者
②
第
10
回

栃
木
県
障
害
者
ス
ポ
ー
ツ
大
会

に
出
場
し
た
③
強
化
練
習
会
な

ど
の
行
事
に
全
日
程
参
加
で
き

る
。

▽
申
込　

４
月
21
日
～
５
月
20

日
に
、
直
接
ま
た
は
電
話
・
フ

ァ
ク
ス
（
住
所
・
氏
名
・
電
話

番
号
を
明
記
）
で
、
障
が
い

福
祉
課
☎（
632
）２
２
２
９
、

（
636
）０
３
９
８
へ
。
学
校
・
施

設
に
所
属
す
る
人
は
、
所
属
先

を
通
し
て
申
し
込
ん
で
く
だ
さ

い
。

問
県
障
が
い
者
ス
ポ
ー
ツ
協
会

☎（
624
）２
７
６
１
、
障
が
い
福

祉
課
☎（
632
）２
２
２
９

◎自死遺族支援わかちあいの会「こもれび」　▽日時　４月４・18日( 土 )、午後 2 時～ 4 時▽会場　とち
ぎ福祉プラザ（若草１丁目）▽内容　大切な人を自死により亡くした人々の思いを分かち合う▽対象　家族や
身近な人を自死で亡くした人▽費用　200 円。問栃木いのちの電話事務局☎ (622)7970、保健予防課☎
(626)1114

健　 康 　診 　査
■１年に１回健康診査を受診しましょう　生活習慣病などの早期発見・
早期治療のために、健康診査やがん検診を実施しています。特定健康診
査を受診する人は、それぞれが加入している医療保険者からの通知など
で、健診の受け方についてご確認ください。
■平成 27 年度の受診券は４月末に一斉発送します　 受診券が到着した
直後は、健診の混雑が予想されますので、昨年の受診月や誕生日などを
目安に受診してください。
■個別健診
▽申込　受診する前に医療機関へお問い合わせください。
■集団健診（地区健診）
５月特定健康診査・健康診査・各種がん検診（乳がん・子宮がんは除く）
▽申込　電話で、①～⑦健康増進課☎ (626)1129 ⑧⑨河内保健センター
☎ (673)6337 へ。

会　　　　場 期　日　・　受付時間
①市保健センター
※無料駐車場はありません。
※自転車は立体駐車場１階屋
内駐輪場をご利用ください。

２日（土）・８日（金）～ 12 日（火）・16 日（土）～
18 日（月）・22 日（金）～ 25 日（月）・30 日 （土）・
31 日（日）、午前９時～

②市医療保健事業団
健診センター（竹林町）28 日（木）午前９時～
③平石 29 日（金）午前９時～
④横川 13 日（水）・19 日（火）、午前９時～
⑤姿川 17 日（日）・21 日（木）、午前９時～
⑥雀宮 １日（金）・11 日（月）・26 日（火）、午前９時～
⑦東 25 日（月）午前９時～
⑧河内保健センター ７日（木）・23 日（土）、午前９時～
⑨田原コミュニティプラザ 1 日（金）・10 日（日）、午前９時～
５月乳がん検診（マンモグラフィ検査・視触診）・子宮がん検診
▽対象　乳がん検診は 40 歳以上で、昨年度受診していない人。ただし、
30 歳代の人は視触診のみ受診することができます。子宮がん検診は 20
歳以上の人が対象です。
▽申込　電話で、①～⑧健康増進課☎ (626)1129 ⑨⑩河内保健センター
☎ (673)6337 へ。

会　　　　場 期　日　・　受付時間
①市保健センター 22 日（金）午後０時 30 分～
②市医療保健事業団 
健診センター 28 日（木）午後１時 30 分～と午後２時 30 分～
③平石 29 日（金）午後２時～
④横川 13 日（水）・19 日（火）、午後２時～
⑤城山 18 日（月）午後２時～※託児付き検診
⑥姿川 17 日（日）・21 日（木）、午後２時～
⑦雀宮 14 日（木）午前９時～。１日（金）・11 日（月）・26 日

（火）、午後２時～
⑧東 25 日（月）午後２時～
⑨河内保健センター ９日（土）午前９時～、19 日（火）午後２時～
⑩田原コミュニティプラザ 26 日（火）午後２時～
５月乳がん検診（マンモグラフィ検査）
▽対象　乳がん検診は 40 歳以上で、昨年度受診していない人。
※検査後、後日医療機関で視触診の検査が必要です。
▽申込　電話で、健康増進課☎（626）1129 へ。

会　　　　場 期　日　・　受付時間

市保健センター
11 日（月）・12 日（火）・16 日（土）・18 日（月）・
23 日（土）・25 日（月）・30 日（土）、午後１時～と
午後２時～

市医療保健事業団
健診センター 26 日（火）午後１時 30 分～と午後２時 30 分～

■健診受診時の注意
▽受診する際には、必ず受診券と健康保険証をお持ちください。お持ち
でないと受診できません。
▽満 70 歳以上の人、後期高齢者医療制度加入者、生活保護受給者、市
民税非課税世帯の人は無料です。
▽詳しくは、健康づくりのしおりをご覧ください。
問健康増進課☎（626）1129

健
康
・
福
祉

国
保
・
年
金
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災
害
時
要
援
護
者
支
援
制
度
を

見
直
し
ま
し
た

　
市
で
は
、
集
中
豪
雨
や
地
震

な
ど
の
災
害
時
に
自
力
避
難
が

困
難
な
災
害
時
要
援
護
者
に
つ

い
て
、
誰
が
支
援
し
、
ど
こ
に

避
難
さ
せ
る
か
な
ど
、
あ
ら
か

じ
め
地
域
住
民
同
士
で
決
め
て

お
く
地
域
ぐ
る
み
の
助
け
合
い

の
制
度
と
し
て
、
災
害
時
要
援

護
者
支
援
制
度
を
推
進
し
て
い

ま
す
。
今
回
、
災
害
対
策
基
本

法
の
改
正
に
よ
り
、
災
害
時
要

援
護
者
支
援
制
度
を
一
部
見
直

し
ま
し
た
。

■
避
難
行
動
要
支
援
者
名
簿
を

作
成　
災
害
時
の
避
難
支
援
を

希
望
す
る
な
ど
、
本
人
か
ら
の

申
し
出
に
よ
り
す
で
に
作
成
し

て
い
る
「
災
害
時
要
援
護
者
名

簿
」
に
加
え
、
市
で
把
握
し
て

い
る
情
報
を
集
約
し
て
、
新
た

に「
避
難
行
動
要
支
援
者
名
簿
」

を
作
成
し
ま
し
た
。
こ
の
名
簿

の
情
報
は
、
災
害
時
に
限
り
本

人
の
同
意
の
有
無
に
関
わ
ら
ず

避
難
支
援
等
関
係
者
に
提
供

し
、
名
簿
情
報
を
活
用
し
て
、

安
否
確
認
や
避
難
誘
導
を
行
い

ま
す
。

■
避
難
行
動
要
支
援
者
と
は　

市
内
在
住
で
次
の
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
人
。
①
要
介
護
３
以

上
の
在
宅
生
活
高
齢
者
②
ひ
と

り
暮
ら
し
高
齢
者
等
安
心
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
事
業
の
見
守
り
対
象

者
③
身
体
障
が
い
者
手
帳
１
・

２
級
を
所
持
④
療
育
手
帳
Ａ
・

A1
・
A2
を
所
持
⑤
精
神
障
が
い

保
健
福
祉
手
帳
１
級
を
所
持
⑥

障
が
い
者
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
受

け
て
い
る
難
病
患
者
⑦
そ
の
他

災
害
時
の
支
援
が
必
要
と
市
が

認
め
る
人
。
た
だ
し
、
④
～
⑥

の
う
ち
施
設
入
所
支
援
ま
た
は

療
養
介
護
の
受
給
者
は
除
く
。

な
お
、
避
難
行
動
要
支
援
者
に

該
当
す
る
人
で
、
平
常
時
か
ら

の
個
人
情
報
の
提
供
に
同
意

し
、
災
害
時
の
避
難
支
援
を
希

望
す
る
人
は
、
災
害
時
要
援
護

者
支
援
制
度
に
登
録
し
て
く
だ

さ
い
。制
度
の
内
容
に
つ
い
て
、

詳
し
く
は
、
保
健
福
祉
総
務
課

☎（
632
）２
９
１
９
へ
。

■
地
域
の
皆
さ
ん
へ　
こ
れ
ま

で
も
地
区
支
援
班
の
設
置
や
災

害
時
要
援
護
者
名
簿
の
管
理
な

ど
に
ご
協
力
い
た
だ
い
て
き
ま

し
た
が
、
引
き
続
き
、
地
域
ぐ

る
み
で
の
助
け
合
い
に
ご
協
力

く
だ
さ
い
。

問
保
健
福
祉
総
務
課
☎（
632
）２

９
１
９
、
高
齢
福
祉
課
☎（
632
）

２
３
５
８
、
障
が
い
福
祉
課
☎

（
632
）２
６
７
３

介
護
相
談
員

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
募
集

▽
内
容　
利
用
者
の
疑
問
・
不

満
・
不
安
を
解
消
す
る
た
め
、

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
や
老
人

保
健
施
設
な
ど
を
月
２
回
訪
問

す
る
。

▽
対
象　
市
内
在
住
の
平
成
27

年
４
月
１
日
現
在
40
～
70
歳

で
、
次
の
全
て
に
当
て
は
ま
る

人
。
①
指
定
の
研
修
な
ど
に
参

加
で
き
る
②
介
護
相
談
員
活
動

に
理
解
と
熱
意
が
あ
り
、
相
談

員
と
し
て
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動

が
で
き
る
③
介
護
サ
ー
ビ
ス
事

業
所
に
所
属
し
て
い
な
い
④
自

家
用
車
な
ど
で
施
設
な
ど
へ
の

訪
問
が
で
き
る
。

▽
定
員　
若
干
名
。

▽
選
考　
面
接
。

▽
申
込　
高
齢
福
祉
課
（
市
役

所
２
階
）、
各

・

・

に

置
い
て
あ
る
応
募
用
紙
に
必
要

事
項
を
書
き
、
履
歴
書
（
顔
写

真
貼
付
）
を
添
え
て
、
４
月
２

～
14
日
（
必
着
）
に
、
直
接
ま

た
は
送
付
で
、
〒
320-

8540
市
役

所
高
齢
福
祉
課
☎（
632
）２
９
７

７
へ
。精

神
障
が
い
者
保
健
福
祉

手
帳
を
お
持
ち
の
人
に

交
通
費
を
助
成

▽
内
容　
精
神
障
が
い
者
保
健

福
祉
手
帳
１
級
所
持
者=

タ

ク
シ
ー
券
、
２・
３
級
所
持
者

=

共
通
バ
ス
カ
ー
ド
。

▽
対
象　
精
神
障
が
い
者
保
健

福
祉
手
帳
所
持
者（
療
育
手
帳・

身
体
障
が
い
者
手
帳
所
持
者
を

除
く
）。

▽
申
込　

４
月
10
日
か
ら
、
精

神
障
が
い
者
保
健
福
祉
手
帳
・

印
鑑
（
ゴ
ム
印
不
可
）
を
お
持

◎みんなで語り合おうこころの健康を考える会　▽日時　４月 24 日 (金) 午後 2 時 30 分～ 4 時▽会場　保健
所▽内容　家族のアルコール問題などで悩んだり、生きづらさを感じたりしている人同士の語り合い▽対
象　市内在住の人▽その他　事前に保健師が面接▽申込　電話で、保健予防課☎（626）1114 へ。

お
知
ら
せ

生活困窮者自立支援制度をご存じですか
▽時間　午前８時 30 分～午後５時 15 分。
▽場所・問い合わせ先　下の表の通り。
▽内容　生活に困窮している人が、困窮状態から
早期に脱却し、自立した生活を送れるよう、生活
相談を通して抱えている問題を整理し、一人ひと
りの状況に応じた支援を行う。
▽対象　生活に困窮し、最低限度の生活を維持す
ることができなくなる恐れのある人。

場所・問い合わせ先 開催日
市総合福祉センター5階(中央１丁目)
問市社会福祉協議会☎（636）1215 月～金曜日

▽その他　下記施設でも初期相談を受け付けてい
ます。

場所・問い合わせ先 開催日
河内総合福祉センター ( 白沢町） 
☎（673）8453 火～日曜日

ことぶき会館 ( 屋板町）
☎（656）8792 火～日曜日

ふれあい荘 ( 陽東２丁目）
☎（663）3156 月～土曜日

やすらぎ荘 ( 宝木本町）
☎（665）5284 木～火曜日

すこやか荘 ( 下砥上町）
☎（648）7750 月～土曜日

上河内老人福祉センター ( 松田新田町）
☎（674）4003 月～金曜日

問生活福祉第２課☎ (632）2876
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ち
の
上
、
午
前
８
時
30
分
～
午

後
５
時
15
分
に
、
直
接
、
障
が

い
福
祉
課
（
市
役
所
１
階
）
へ
。

各

、
平
石
・
富
屋
・
姿
川

で
は
申
請
の
み
を
受
け
付
け
、

後
日
送
付
。

問
障
が
い
福
祉
課
☎（
632
）２
３

６
１身

体
障
が
い
者
手
帳
の

認
定
基
準
が
変
わ
り
ま
す

　

４
月
１
日
か
ら
、
聴
覚
障
が

い
の
身
体
障
が
い
者
手
帳
を
お

持
ち
で
な
い
人
に
、
２
級
（
両

耳
全
ろ
う
）
と
判
断
す
る
場
合

の
認
定
基
準
を
変
更
し
ま
し
た
。

　
詳
し
く
は
、
障
が
い
福
祉
課

☎（
632
）２
３
６
２
へ
。

在
宅
介
護
を
支
援
し
ま
す

紙
お
む
つ
の
購
入
費
の
支
給

▽
内
容　
在
宅
の
要
介
護
者
が

使
用
す
る
紙
お
む
つ
・
尿
取
り

パ
ッ
ド
の
購
入
費
（
１
カ
月
当

た
り
５
５
０
０
円
を
限
度
）
の

９
割
を
支
給
。

▽
対
象　
要
介
護
１
～
５
の
認

定
を
受
け
て
い
る
人
。た
だ
し
、

次
の
い
ず
れ
か
の
期
間
に
購
入

し
た
も
の
は
対
象
外
。
①
介
護

保
険
施
設
や
病
院
に
入
所
・
入

院
し
て
い
る
②
要
支
援
１・
２

の
認
定
を
受
け
て
い
る
。

▽
申
込　
高
齢
福
祉
課
、各
・

・

に
置
い
て
あ
る
申
請
書

に
必
要
事
項
を
書
き
、
本
人
の

氏
名
・
た
だ
し
書
き
に
「
大
人

用
紙
お
む
つ
」
と
書
い
て
あ
る

領
収
書
を
添
え
て
、
直
接
ま
た

は
送
付
で
、
〒
320-

8540
市
役
所

高
齢
福
祉
課
☎（
632
）
２
９
０

６
、
各

・
・

へ
。
な
お
、

送
付
で
の
受
け
付
け
は
高
齢
福

祉
課
の
み
。

い
き
い
き
70

高
齢
者
専
用
バ
ス
乗
車
券

　
高
齢
者
の
皆
さ
ん
の
、
外
出

の
き
っ
か
け
づ
く
り
と
し
て
、

高
齢
者
専
用
バ
ス
乗
車
券
を
交

付
し
て
い
ま
す
。市
内
在
住
で
、

平
成
28
年
３
月
31
日
ま
で
に
満

70
歳
以
上
の
人
が
対
象
で
す
。

内
容
な
ど
、
詳
し
く
は
、
43
ペ

ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
高
齢
福
祉
課
☎（
632
）２
３
６
０

国
民
年
金
保
険
料
が

変
更
に
な
り
ま
し
た

　
３
月
分
ま
で
月
額
１
万
５
２

５
０
円
だ
っ
た
国
民
年
金
保
険

料
が
、
４
月
分
か
ら
１
万
５
５

９
０
円
に
変
更
に
な
り
ま
し
た
。

な
お
、
１
年
前
納
す
る
人
の
保

険
料
は
18
万
３
７
６
０
円
で
、

年
間
３
３
２
０
円
の
割
り
引
き

と
な
り
ま
す
。

問
宇
都
宮
西
年
金
事
務
所
☎

（
622
）４
２
８
１
、
保
険
年
金
課

☎（
632
）２
３
１
３

◎宇都宮精神保健福祉会やしお会　1相談会　▽日時　４月２・16 日 (木)午前 10 時～正午▽内容　精神障
がい者を抱えた家族に対し、共通の体験をした家族が個別の相談を受ける。2総会・定例会　▽日時　４
月 16 日（木）午後１時～４時▽内容　総会と同じ悩みを持つ家族の語り合い。■会場　保健所。■申込　
電話で、保健予防課☎ (626)1114 へ。

高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせるように
にっこり安心プランを策定しました

　健康で生きがいを持ち、安心して自立した生活を送
ることができる、笑顔あふれる長寿社会を実現するた
め、高齢者の社会参加や健康づくり・生きがいづくり、
認知症の本人や家族への支援、介護保険サービスや地
域包括ケアシステムの実現に向けた取り組みなどを盛
り込んだ「にっこり安心プラン」（第７次高齢者保健
福祉計画・第６期介護保険事業計画）を策定しました。
計画期間は平成 27 ～ 29 年度です。
　この計画の内容をご覧になりたい場合は、直接、高齢福
祉課、行政情報センター（市役所 1 階）、各 ・ ・ へ。
■介護保険料が変わります　65 歳以上の人（第 1 号
被保険者）の介護保険料は、介護サービス費に基づい
て、3 年に一度見直します。このたび、平成 27 ～ 29
年度の介護保険料が下の表の通り決定しました。
■コンビニエンスストアでも介護保険料が納付できる
ようになります　7 月発行の納付書から、従来の金融
機関に加え、納付書に記載のある全国のコンビニエン
スストアで、曜日や時間を気にせず介護保険料を納付
することができるようになります。
問にっこり安心プラン＝高齢福祉課☎ (632)2903、
介護保険料＝高齢福祉課☎ (632)2907
段階 対　　象 保険料（年額）

第
１

▽生活保護を受けている人▽世帯
全員が市民税非課税で、次のいず
れかに該当する人。①老齢福祉年
金を受給している②本人の前年中
の公的年金収入額と合計所得金額
の合計額が 80 万円以下

2 万 4,400 円

第
２

世帯全員が市民税非課税で、本人
の前年中の公的年金収入額と合計
所得金額の合計額が 80 万円を超
え 120 万円以下の人

3 万 3,600 円

第
３

世帯全員が市民税非課税で、第 1・
2 段階以外の人 4 万 700 円

第
４

世帯に市民税課税者がいて、本人
が市民税非課税者で、前年中の公
的年金収入額と合計所得金額の合
計額が 80 万円以下の人

4 万 8,800 円

第
５

世帯に市民税課税者がいて、本人
が市民税非課税の第 4 段階以外の
人

5 万 4,300 円

第
６

本人が市民税課税で、前年の合計
所得金額が 120 万円未満の人 6 万 5,100 円

第
７

本人が市民税課税で、前年の合計
所得金額が 120 万円以上 190 万
円未満の人

7 万 500 円

第
８

本人が市民税課税で、前年の合計
所得金額が 190 万円以上 290 万
円未満の人

8 万 1,400 円

第
９

本人が市民税課税で、前年の合計
所得金額が 290 万円以上 500 万
円未満の人

9 万 2,300 円

第
10

本人が市民税課税で、前年の合計
所得金額が 500 万円以上 1,000
万円未満の人

9 万 7,700 円

第
11

本人が市民税課税で、前年の合計
所得金額が 1,000 万円以上の人 10 万 3,100 円

健
康
・
福
祉

国
保
・
年
金
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音
訳
・
点
訳
奉
仕
員

養
成
講
座

受
講
者
募
集

1
音
訳
奉
仕
員
養
成
講
座

▽
日
時　
５
月
20
日
～
平
成
28

年
３
月
２
日
の
水
曜
日
、
午
前

10
時
～
正
午
。
た
だ
し
、
５
月

20
日
は
午
前
９
時
30
分
～
午
後

０
時
30
分
。
全
35
回
。

▽
内
容　
視
覚
障
が
い
者
の
福

祉
向
上
・
支
援
を
目
的
に
、
本

な
ど
の
印
刷
物
の
情
報
を
音
声

に
訳
し
、
テ
ー
プ
・
デ
イ
ジ
ー

な
ど
に
記
録
す
る
奉
仕
員
を
養

成
す
る
講
座
。

▽
対
象　
市
内
に
在
住
か
通
勤

通
学
し
て
い
る
18
歳
以
上
で
、

講
座
終
了
後
、
音
訳
奉
仕
員
と

し
て
登
録
・
活
動
で
き
、
過
去

に
同
様
の
講
座
を
受
講
し
た
こ

と
の
な
い
人
。

2
点
訳
奉
仕
員
養
成
講
座

▽
日
時　
５
月
12
日
～
平
成
28

年
３
月
22
日
の
火
曜
日
、
午
前

10
時
～
正
午
。
た
だ
し
、
５
月

12
日
は
午
前
10
時
～
午
後
３
時

30
分
。
全
40
回
。

▽
内
容　
視
覚
障
が
い
者
の
支

援
を
目
的
に
、
本
な
ど
の
印
刷

物
を
点
字
に
訳
す
る
奉
仕
員
を

養
成
す
る
講
座
。

▽
対
象　
市
内
に
在
住
か
通
勤

通
学
し
て
い
る
18
歳
以
上
で
、

講
座
終
了
後
、
点
訳
奉
仕
員
と

し
て
登
録
・
活
動
で
き
、
過
去

に
同
様
の
講
座
を
受
講
し
た
こ

と
の
な
い
人
。

■
会
場　
市
総
合
福
祉
セ
ン
タ

ー
（
中
央
１
丁
目
）。

■
定
員　
各
先
着
20
人
。

■
費
用　
1
１
０
０
０
円
（
テ

キ
ス
ト
代
・
資
料
印
刷
代
）

2
３
５
０
０
円（
テ
キ
ス
ト
代・

点
字
器
材
代
な
ど
）。

■
申
込　
４
月
３
日
か
ら
、
直

接
ま
た
は
電
話
で
、
ボ
ラ
ン
テ

ィ
ア
セ
ン
タ
ー
（
市
総
合
福
祉

セ
ン
タ
ー
内
）
☎（
636
）１
２
８

５
へ
。手

話
奉
仕
員

養
成
講
座

受
講
者
募
集

■
内
容　
聴
覚
障
が
い
者
の
生

活
や
福
祉
制
度
な
ど
の
理
解
と

認
識
を
深
め
、
手
話
で
の
日
常

会
話
に
必
要
な
手
話
表
現
技
術

を
習
得
す
る
。

■
対
象　
市
内
に
在
住
か
通
勤

通
学
し
て
い
る
18
歳
以
上
で
、

講
座
終
了
後
手
話
通
訳
者
を
目

指
し
、
過
去
に
同
様
の
手
話
講

座
受
講
経
験
の
な
い
人
。
他
の

手
話
講
座
と
並
行
し
て
の
受
講

不
可
。

1
市
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー
会
場

▽
日
時　
①
５
月
12
日
～
平
成

28
年
３
月
22
日
の
火
曜
日
、
午

前
10
時
～
正
午
。
全
40
回
②
５

月
13
日
～
平
成
28
年
３
月
16
日

の
水
曜
日
、
午
後
１
時
30
分
～

３
時
30
分
。
５
月
13
日
は
午
前

10
時
～
午
後
３
時
。
全
40
回
。

▽
定
員　
各
先
着
20
人
。

▽
費
用　
①
３
２
４
０
円
②
３

５
０
０
円（
テ
キ
ス
ト
代
な
ど
）。

▽
申
込　
①
４
月
６
日
午
前
９

時
か
ら
、直
接
ま
た
は
電
話
で
、

市
障
害
者
福
祉
会
連
合
会
（
中

央
１
丁
目
・
市
総
合
福
祉
セ
ン

タ
ー
内
）
☎（
636
）１
２
１
９
へ

②
４
月
３
日
か
ら
、
直
接
ま
た

は
電
話
で
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
セ

ン
タ
ー
☎（
636
）１
２
８
５
へ
。

2
サ
ン・ア
ビ
リ
テ
ィ
ー
ズ（
屋

板
町
）
会
場

▽
日
時　
５
月
14
日
～
平
成
28

年
３
月
17
日
の
木
曜
日
、
午
後

７
時
～
９
時
。
全
40
回
。

▽
定
員　
先
着
30
人
。

▽
費
用　
３
０
０
０
円
（
テ
キ

ス
ト
代
）。

▽
申
込　

４
月
３
日
午
前
９
時

か
ら
、
直
接
ま
た
は
電
話
・
フ

ァ
ク
ス
（
講
座
名
・
氏
名
・
電

話
番
号
を
明
記
）
で
、
サ
ン
・

ア
ビ
リ
テ
ィ
ー
ズ
☎
・
（
656
）

１
４
５
８
へ
。

市
保
健
セ
ン
タ
ー
で

各
種
講
座

1
エ
ク
サ
サ
イ
ズ
デ
ビ
ュ
ー
教

室▽
日
時　
５
～
９
月
の
金
曜
日
、

午
前
10
時
～
10
時
40
分
。
全
15

◎働く人のメンタルヘルス相談　▽日時　①４月 10 日（金）②５月８日（金）、午後 1 時 30 分～ 4 時 30
分▽会場　宇都宮労政事務所（竹林町）▽内容　産業カウンセラーによる職場におけるストレスやメン
タルヘルス相談▽対象 職場におけるストレスやメンタルヘルスの不調を抱える人など▽定員　各先着 3
人▽申込　①４月７日まで②４月 30 日までに、電話で、県労政事務所☎ (626)3053 へ。

教
室
・
講
座

高齢者の肺炎球菌予防接種
　平成 26 年 10 月より、高齢者の肺炎球菌予防接種が
定期接種となりました。平成 27 年度は次の通りです。
▽接種期間　平成 28 年３月 31 日まで（生涯１回）。
▽接種場所　県内指定医療機関（市 を参照するか
保健予防課へ）。県内指定医療機関以外で接種する場
合は、接種前に保健予防課（竹林町・保健所内）へ
予防接種依頼書交付申請書を提出する必要がありま
す。また、接種費用は全額自己負担していただいた後、
償還払いとなります。
▽対象　市内在住の肺炎球菌予防接種を一度も受け
たことがない次のいずれかに該当する人。①下の表
の生年月日② 60 ～ 64 歳で、心臓・腎臓・呼吸器の
機能、ＨＩＶによる免疫機能に障がいがある（身体
障がい者手帳１級程度）。

年齢 生　年　月　日
65 昭和 25 年 4 月 2 日～昭和 26 年 4 月 1 日
70 昭和 20 年 4 月 2 日～昭和 21 年 4 月 1 日
75 昭和 15 年 4 月 2 日～昭和 16 年 4 月 1 日
80 昭和 10 年 4 月 2 日～昭和 11 年 4 月 1 日
85 昭和 5 年 4 月 2 日～昭和 6 年 4 月 1 日
90 大正 14 年 4 月 2 日～大正 15 年 4 月 1 日
95 大正 9 年 4 月 2 日～大正 10 年 4 月 1 日
100 大正 4 年 4 月 2 日～大正 5 年 4 月 1 日

▽費用　2,500 円。
▽持ち物　健康保険証など生年月日が分かるもの。
②は身体障がい者手帳の写し。
▽接種費用の免除制度　市民税非課税世帯、生活保
護被保護者、中国残留邦人の認定を受けている人は、
接種費用が免除になります。予防接種を受ける前に、
保健予防課、保健と福祉の相談（市役所１階）、各 ・

・ に申請書を提出してください。詳しくは、保
健予防課☎ (626)1114 へお問い合わせください。
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回
。

▽
内
容　
運
動
習
慣
の
な
い
人

で
も
安
心
し
て
参
加
で
き
る
、

健
康
づ
く
り
に
役
立
つ
有
酸
素

運
動
・
筋
力
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
な

ど
の
実
施
。

▽
対
象　
市
内
在
住
の
運
動
習

慣
の
な
い
20
～
50
歳
の
人
。

▽
定
員　
先
着
35
人
。

2
し
っ
か
り
貯
筋
運
動
教
室
上

半
期
受
講
生
募
集

▽
日
時　
５
～
９
月
の
①
火
曜

日
午
前
10
時
～
10
時
40
分
②
木

曜
日
午
前
10
時
～
10
時
40
分
。

各
全
15
回
。

▽
内
容　
筋
力
を
ア
ッ
プ
さ
せ

る
運
動
の
実
施
。

▽
対
象　
市
内
在
住
の
65
歳
以

上
の
人
。

▽
定
員　
各
先
着
35
人
。

3
運
動
経
験
が
少
な
い
人
の
た

め
に
運
動
体
験
教
室

▽
日
時　
４
月
28
日（
火
）午
前

10
時
～
11
時
30
分
。

▽
内
容　

有
酸
素
・
筋
力
・
ス

ト
レ
ッ
チ
な
ど
の
運
動
の
体
験

と
教
室
案
内
。

▽
対
象　
市
内
在
住
の
人
。

▽
定
員　
先
着
15
人
。

■
会
場　

市
保
健
セ
ン
タ
ー

（
ラ
ラ
ス
ク
エ
ア
宇
都
宮
９
階
）。

■
申
込　
４
月
３
日
か
ら
、
直

接
ま
た
は
電
話
で
、
市
保
健
セ

ン
タ
ー
☎（
627
）６
６
６
６
へ
。

茂
原
健
康
交
流
セ
ン
タ
ー
で

各
種
催
し

1
春
の
感
謝
祭
（
落
語
）

▽
日
時　
４
月
25
日（
土
）午
前

11
時
～
と
午
後
２
時
～
の
２
回
。

2
新
春
大
カ
ラ
オ
ケ
の
集
い

▽
日
時　

４
月
26
日（
日
）
午

前
11
時
～
午
後
４
時
30
分
。

▽
定
員　
先
着
60
人
。

■
会
場　
茂
原
健
康
交
流
セ
ン

タ
ー
（
茂
原
町
）。

■
費
用　
施
設
利
用
料（
実
費
）。

■
申
込　
2
４
月
３
日
か
ら
、

直
接
、
茂
原
健
康
交
流
セ
ン
タ

ー
☎（
654
）２
８
１
５
へ
。

元
気
な
う
ち
か
ら

介
護
予
防

い
き
い
き
健
康
自
転
車
教
室

▽
日
時　
４
月
14
日（
火
）午
前

10
時
～
正
午
。

▽
会
場　
河
内
総
合
福
祉
セ
ン

タ
ー
（
白
沢
町
）。

▽
内
容　
宇
都
宮
ブ
リ
ッ
ツ
ェ

ン
の
選
手
・
ス
タ
ッ
フ
と
一
緒

に
簡
単
な
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
と
サ

イ
ク
リ
ン
グ
。

▽
対
象　
65
歳
以
上
で
運
動
に

支
障
の
な
い
人
。

▽
定
員　
先
着
30
人
。

▽
申
込　

４
月
３
日
か
ら
、
電

話
で
、
宇
都
宮
ブ
リ
ッ
ツ
ェ
ン

☎（
643
）６
６
２
６
へ
。

問
高
齢
福
祉
課
☎（
632
）２
３
５

７

◎障がい者基幹相談支援センターを開設しました　▽日時　月～金曜日、午前 8 時 30 分～午後 5 時 15
分▽場所　障がい福祉課（市役所 1 階）▽内容　相談支援事業者などへの支援・指導と、障がい者やそ
の家族などからの総合相談・専門相談。問障がい福祉課☎ (632)2366

AED（自動体外式除細動器）の設置施設
　AED は、突然心臓が停止してしまった人を救うため、
その場に居合わせた一般の人でも、速やかに電気的刺激

（除細動）を施すことができる医療機器です。
　市では、万一の事態に備え、下の表の施設に AED を
設置しています。なお、各消防署が毎月実施する応急手
当講習会（24 ページ参照）への積極的な参加もお願い
します。
　また、市内の各集客施設の管理者の皆さんも、早期の
救命活動の重要性をご理解いただき、AED 設置に向け
た検討をお願いします。
問保健所総務課☎ (626)1102

AED 設置施設一覧（4 月 1 日現在）
分　類 施　設　名

本庁舎・支所 市役所、各 ・ ・ 、岡本・田原事務所、
市民プラザ、雀宮　 南館

福祉

市総合福祉センター、子ども発達セン
ター、河内総合福祉センター、ことぶき
会館、すこやか荘、ふれあい荘、やすら
ぎ荘、上河内老人福祉センター、シルバー
人材センター北部事業所、茂原健康交流
センター、泉が丘ふれあいプラザ、サン・
アビリティーズ

保健 保健所、市・上河内・河内保健センター、
夜間休日救急診療所

環境
悠久の丘、北山霊園・聖山公園・東の杜
公園管理事務所、市緑の相談所、環境学
習センター

生涯学習 上河内 、河内
コミュニティ

施設
各 ･ 、市総合コミュニティセンター、
まちぴあ

文化・教育

市立小・中学校、まちかどの学校姿川教
室、宇都宮美術館、市教育センター、中
央・南 ･ 上河内・河内図書館、市文化会
館、青少年活動センター、旧篠原家住宅、
とびやま歴史体験館、田原西小・上河内
西小子どもの家、つげの木教室

スポーツ

ブレックスアリーナ宇都宮（市体育館）、
明保野体育館、雀宮体育館、清原体育館、
駅東公園プール、陽南プール、ドリーム
プールかわち、サイクリングターミナル、
栃木 SC 宇都宮フィールド（市サッカー
場）、市スケートセンター、冒険活動セン
ター、姿川 付属体育館、駒生 ･ 宮原運
動公園、下田原運動場、石井 ･ 柳田緑地
管理事務所

保育園 市立保育園

その他

オリオンスクエア、ろまんちっく村、梵
天の湯、宇都宮競輪場、河内農業構造改
善センター、みずほの自然の森公園、宇
都宮城址公園、八幡山公園、中央 ･ 西 ･
東 ･ 南消防署、上下水道局、中央卸売市
場

健
康
・
福
祉

国
保
・
年
金
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地
域
で
の
健
康
づ
く
り

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

養
成
講
座▽

日
時　

５
月
26

日
、
６
月
５
・
10
・

22
日
。
午
前
10
時
～

午
後
４
時
。全
４
回
。

▽
会
場　

河
内

（
中
岡
本
町
）。

▽
内
容　
健
康
づ
く
り
に
関
す

る
講
話
や
調
理
実
習
、
運
動
の

実
践
な
ど
。

▽
対
象　
健
康
づ
く
り
に
関
心

が
あ
り
、
講
座
修
了
後
に
健
康

づ
く
り
推
進
員
・
食
生
活
改
善

推
進
員
と
し
て
お
住
ま
い
の
地

域
で
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
が
で

き
る
人
。

▽
定
員　
先
着
30
人
。

▽
費
用　
食
材
費
（
実
費
）。

▽
申
込　

４
月
３
日
か
ら
、
直

接
ま
た
は
電
話
で
、
健
康
増
進

課
（
竹
林
町
・
保
健
所
内
）
☎

（
626
）１
１
２
６
へ
。

シ
ニ
ア
世
代
を
豊
か
に
す
る

ラ
イ
フ
プ
ラ
ン
支
援
講
座

▽
日
時　
４
月
11
・
18
日（
土
）、

午
前
10
時
～
11
時
。

▽
会
場　
市
総
合
福
祉
セ
ン
タ

ー
（
中
央
１
丁
目
）。

▽
内
容　
「
シ
ニ
ア
世
代
を
豊

か
に
過
ご
す
た
め
の
ラ
イ
フ
プ

ラ
ン
の
重
要
性
」
と
題
し
た
講

座
。

▽
対
象　
お
お
む
ね
50
歳
以
上

の
人
。

▽
定
員　
各
先
着
15
人
。

▽
申
込　

４
月
３
日
か
ら
、
直

接
ま
た
は
電
話・フ
ァ
ク
ス（
住

所
・
氏
名
・
電
話
番
号
を
明
記
）

で
、
み
や
シ
ニ
ア
活
動
セ
ン
タ

ー
（
中
央
１
丁
目
）
☎（
639
）８

５
８
５
、
（
639
）８
５
７
５
へ
。

元
気
な
う
ち
か
ら

始
め
よ
う

は
つ
ら
つ
教
室

▽
内
容　
い
つ
ま
で

も
元
気
で
過
ご
せ
る

よ
う
に
、
体
操
や
レ

ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
を

行
う
。
全
12
回
。

▽
会
場
・
申
込　
下
の
表
の
通

り
。

▽
対
象　

65
歳
以
上
の
要
支

援
・
要
介
護
認
定
を
受
け
て
い

な
い
人
。

▽
定
員　
各
先
着
20
人
程
度
。

▽
費
用　
材
料
費
（
実
費
）。

▽
そ
の
他　

詳
し
く
は
、
各

申
込
先
ま
た
は
高
齢
福
祉
課
☎

（
632
）２
３
５
７
へ
。

◎ねんりんピックとちぎ 2015 参加者募集　▽期間　5 月 16 日（土）～▽会場　屋板運動場（屋板町）他
▽対象　県内在住で 60 歳以上（昭和 31 年 4 月 1 日以前生まれ）のアマチュアの人▽申込　高齢福祉課（市
役所 2 階）、各 ・ ・ に置いてある申込書に必要事項を書き、直接、各種目事務局へ。種目により申
込期限が異なります▽その他　種目など、詳しくは、とちぎ健康福祉協会☎ (650)3366 へ。問高齢福祉
課☎ (632)2360

教
室
・
講
座

実施会場 申し込み先
（地域包括支援センター）

総合福祉センター
御本丸
☎（651）4777宿２集会場

城東
陽南

ようなん
☎（658）2125西原

宮の原
戸祭 きよすみ

☎（622）2243昭和
東

今泉・陽北
☎（616）1780錦

今泉
桜 さくら西

☎（610）7370西
御幸 鬼怒

☎（683）2230御幸ヶ原町公民館
瑞穂野 瑞穂野

☎（656）9677瑞穂野団地集会所
泉が丘

峰・泉が丘
☎（613）5500峰

峰１公民館

岡公民館 石井・陽東
☎（660）1414陽東

横田新町公民館
よこかわ
☎（657）7234横川

下栗１丁目公民館
末広１丁目公民館

雀宮
☎（655）7080茂原団地公民館

茂原西自治会館
五代若松原 雀宮・五代若

松原
☎（688）3371栃の葉自治会公

民館
緑が丘

緑が丘・陽光
☎（684）3328南

陽光
富士見

砥上
☎（647）3294鶴の宮自治会館

明保
西川田東武団地
中央公民館

姿川南部
☎（654）2281まちかどの学校

姿川教室
西川田自治公民館

ろまんちっく村 くにもと
☎（666）2211藤本公民館

とちぎ福祉プラザ 細谷・宝木
☎（902）4170細谷

富屋 富屋・篠井
☎（665）7772篠井

羽下公民館
城山
☎（652）8124

天王原公民館
城山
瓦作公民館
豊郷

豊郷
☎（616）1237岩本町公民館

ゆたか団地集会所
白沢南公民館 かわち

☎（673）8941東岡本自治公民館
河内農業構造改
善センター 田原

☎（672）4811
叶谷公民館
岡 本 コ ミ ュ ニ
ティプラザ

奈坪
☎（671）2202

東芦沼ふれあい館
上河内
☎（674）7222上田公民館

山田公民館

はつらつ教室会場一覧
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